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企業の取締役会における tokenism の存在の有無は、世界中の企業にとって gender 多様

性の観点から役員を登用するに際に必ずついてまわる問題である。本稿は、新しい企業改革

であるガバナンス制度の改革施行直後の日本企業に対して、tokenismが存在していたかど

うかを女性社外取締役の任用を例に検証した。日本では Abenomicsによる女性活用政策の

後、コーポレートガバナンス改革の一つとして、2名の社外取締役任用等の取締役会の改革

を含む CGコードが初めて導入された。これを、所謂 natural experimentとして、諸外国

で観察されているような tokenismが、女性の社会活躍度が最も低い国である日本において

も生じていたかどうかを調べた。 

実証分析の結果、CGコードの導入の黎明期においては、女性社外取締役の任用はあった

ものの低い水準であり、しかも一部で tokenismの傾向が見られた。企業は、CGコードの

外形基準を満たすために 2人の社外取締役登用に注力し、最初に男性社外取締役を登用し、

2人目の社外取締役を tokenismとして女性を登用していた。また、日本独自の取締役会の

役職として監査役があるが、2人目の社外取締役に女性が登用される場合には tokenismを

伴うこともわかった。しかし、経験値やスキルが高いことが想定される多忙な女性社外取締

役を登用する場合、tokenismの傾向は見られなかった。さらに、財務的業績と女性社外取

締役との間には有意な関係は認められなかった。 


